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D-500 尿管カテーテル法（ファイバースコープによるもの）（水腎症） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、水腎症に対する尿管カテーテル法（ファイバースコープに

よるもの）の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ファイバースコープを用いた尿管カテーテル法は、水腎症の原因となる

尿管の通過障害を確認するうえで有用な検査であるため、水腎症に対する

算定は認められると整理した。 

 


